特定疾病特別医療費助成制度のご案内2025.12.2 改訂版

対象疾患群　　気管支喘息　・　慢性腎疾患　・　慢性心疾患　・　内分泌疾患

膠原病　・　糖尿病　・　先天性代謝異常　・　神経・筋疾患

悪性新生物　・　血液疾患　・　免疫疾患　・　慢性消化器疾患

染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群　・　皮膚疾患　・　骨系統疾患

脈管系疾患

対象者　　医師が特定疾病と認めた２０歳未満の者(最大２０歳の誕生日の前日まで更新可能。)
※先天性代謝異常については２０歳以上も対象となるものがあります。

申請に必要なもの　
　①健康保険情報が確認できるもの（次のいずれかのもの。以下同じ。）
・マイナンバーカード
・資格確認書
・資格情報のお知らせ（資格取得日が記載されたものに限る。）
[bookmark: _Hlk184306787]②主治医の意見書または小児慢性特定疾病医療費受給者証
※小児慢性特定疾病医療費助成制度については下記の担当にお問い合わせください。
（担当：鳥取市役所駅南庁舎　こども未来課　育成係）
③窓口に来られた方の本人確認書類

※同一世帯以外の方が申請する場合は、委任状が必要です。

[bookmark: _Hlk184199666]患者負担額
●通院の場合・・・・１日あたり５３０円を医療機関窓口でお支払い頂きます。
同一の医療機関の受診では、ひと月に４回まで（２，１２０円）自己負担して頂き、５回目以降の受診分は無料となります。






●入院の場合・・・・１日あたり１，２００円を医療機関窓口でお支払い頂きます。　　　　　　
[bookmark: _Hlk182922762]※市民税非課税世帯で「限度額適用・標準負担額減額」の認定を受けている方については、ひと月あたりの負担は月15日までで、月最高18,000円となります。該当の方は、マイナ保険証により限度額情報の確認を受けるか、保険者から標準負担額減額認定を証するものの交付を受けて病院窓口に提示してください。
●薬剤費の場合・・・無料（自己負担なし）

【注意事項】
１）その他の制度（高額療養費支給制度、その他の公費助成制度など）が利用できる場合は、必ずその他の制度を優先して利用してください。
入院または高額の医療費が見込まれる場合は、マイナ保険証により限度額情報の確認を受けるか、保険者から限度額適用を証するものの交付を受けて病院窓口へ提示してください。



２）受給資格証（注意事項２）記載の医療費とその処方薬のみ助成の対象となります。
３）保険適用外の費用は助成対象となりません。
　（例：食事代、病衣代、容器代、個室代、文書料、選定療養費加算　等）

助成の方法
◆現物給付（鳥取県内の医療機関等の会計窓口での助成）
・鳥取県内の医療機関では、受診時に受給資格証を会計窓口へ提示することで、窓口での自己負担額が上記の負担額になります。（未提示の場合は、保険診療の自己負担割合での支払いとなります。）
・院外処方の場合は薬局にも提示してください。（調剤費は無料となります。）
・必ず、マイナ保険証、資格確認書のどちらかと併せて提示してください。
◆償還払い(医療機関での支払いの後、申請に応じて助成)
[bookmark: _Hlk184633368]次の場合は医療機関で保険診療の自己負担額を支払った後、償還払いの申請を行ってください。
・鳥取県外の医療機関を受診したとき（調剤を含む。）
・医師の指示で治療用装具（眼鏡・コルセットなど）を作ったとき
（※償還払いの申請の前に、加入している健康保険への手続きが必要です。）　
・受給資格証の交付前または受給資格証を提示せずに受診したとき
【償還払いの申請に必要なもの】
①領収書の原本（※レシートでは手続きできません。患者氏名・保険点数・医療機関名が記入されたもの。）
　※治療用装具の償還払い申請の場合は、領収書の写し。（原本は保険者へ提出。）
②特別医療費受給資格証
③金融機関等の通帳
④健康保険情報が確認できるもの（表面 申請に必要なもの①参照）
⑤窓口に来られた方の本人確認書類

※同一世帯以外の方が申請する場合は、上記に加え委任状が必要です。
[bookmark: _Hlk183704432]※保険者から高額療養費を受けた場合は、上記に加え高額療養費の「支給決定通知」が必要です。
※治療用装具の償還払い申請については、上記に加え次の２点の書類が必要です。
〇保険者からの「支給決定通知」　　〇医師の指示書（写し）
※支払いから5年以内であれば、申請ができます。ただし、受診当時の受給資格が確認できない場合は、助成できません。
※高額療養費に相当する金額は特別医療費助成の対象となりません。高額療養費の申請期間は２年以内ですので、高額療養費の対象になる場合は申請漏れの無いよう注意してください。


変更の届出（転居、転出、氏変更、保険変更、死亡、生活保護開始、特別医療の区分変更）
１）上の事項に該当する場合、速やかに変更届を提出してください。
　　受給資格者証の差し替えまたは返却が必要です。（「保険変更」の場合を除く。）
２）手続きは、窓口、郵送、電子申請のいずれかの方法となります。
　　電子申請は、ネットワーク環境が必要です。
３）「保険変更」（保険者、記号番号の変更）の場合も届け出が必要です。
４）「転出」の場合、医療機関等の窓口では転出日の前日までしか受給資格証が使えません。
　　転出日当日に受診される場合は、必ず保険年金課へご相談ください。
５）必要書類については、保険年金課でご確認ください。

受給資格証の更新
・受給資格証の有効期間は、主治医の意見書に記載された治療見込期間（期間内の最後の月末まで）または小児慢性特定疾病医療受給者証の有効期間となります。
・更新手続きには、表面の「申請に必要なもの」に加えて受給資格証をお持ちください。

[bookmark: _Hlk184810161]★お問い合わせ先：０８５７－２２－８１１１（鳥取市コールセンター）
★担当　　　　　：鳥取市役所 保険年金課 医療助成係（〒680-8571　鳥取市幸町71番地）
★お手続きの窓口：鳥取市役所本庁舎（13番 福祉総合窓口）または 各総合支所 市民福祉課
裏面に続く

